
  

 
 

 
平成29年２月期  第２四半期決算短信〔日本基準〕（連結） 

        平成28年10月13日

上場会社名 株式会社ＩＤＯＭ 上場取引所  東 

コード番号 7599 ＵＲＬ  http://221616.com 

代表者 （役職名） 代表取締役社長 （氏名）羽鳥  由宇介 

問合せ先責任者 （役職名） 財務・ＩＲチームリーダー （氏名）松本  雅之 ＴＥＬ  03（5208）5503 

四半期報告書提出予定日 平成28年10月13日 配当支払開始予定日 平成28年11月９日 

四半期決算補足説明資料作成の有無：有  

四半期決算説明会開催の有無      ：有 （アナリスト・機関投資家向け） 

 

  （百万円未満切捨て）

１．平成29年２月期第２四半期の連結業績（平成28年３月１日～平成28年８月31日） 

（１）連結経営成績（累計） （％表示は、対前年同四半期増減率）
 

  売上高 営業利益 経常利益 
親会社株主に帰属する 

四半期純利益 

  百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 

29年２月期第２四半期 124,244 30.8 2,172 △46.8 2,020 △50.0 1,102 △57.0 

28年２月期第２四半期 95,024 27.3 4,079 49.6 4,043 46.6 2,563 55.8 
 
（注）包括利益 29年２月期第２四半期 542 百万円 (△78.8％)   28年２月期第２四半期 2,567 百万円 （56.4％） 
 

 
１株当たり 

四半期純利益 

潜在株式調整後 
１株当たり 
四半期純利益 

  円 銭 円 銭 

29年２月期第２四半期 10.87 - 

28年２月期第２四半期 25.28 - 

（注）潜在株式調整後１株当たり四半期純利益は、潜在株式がないため記載しておりません。 

 

（２）連結財政状態 

  総資産 純資産 自己資本比率 １株当たり純資産 

  百万円 百万円 ％ 円 銭 

29年２月期第２四半期 107,754 38,279 34.6 367.35 

28年２月期 94,211 38,245 39.4 365.98 
 
（参考）自己資本 29年２月期第２四半期 37,252 百万円   28年２月期 37,113 百万円 

 

２．配当の状況 

  
年間配当金 

第１四半期末 第２四半期末 第３四半期末 期末 合計 

  円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 

28年２月期 - 7.50 - 5.00 12.50 

29年２月期 - 6.00       

29年２月期（予想）     - 6.00 12.00 

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無：無 

 

３．平成29年２月期の連結業績予想（平成28年３月１日～平成29年２月28日） 

  （％表示は、対前期増減率）
 

  売上高 営業利益 経常利益 
親会社株主に帰属 
する当期純利益 

１株当たり 
当期純利益 

  百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭 

通期 243,500 15.9 7,600 0.8 7,100 3.9 4,100 △0.3 40.43 

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無：無 



※  注記事項 

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）：無 

新規      － 社  （社名）                        、除外      － 社  （社名） 

 

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用：無 

 

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

①  会計基準等の改正に伴う会計方針の変更        ：有 

②  ①以外の会計方針の変更                      ：無 

③  会計上の見積りの変更                        ：無 

④  修正再表示                                  ：無 

 

（４）発行済株式数（普通株式） 

①  期末発行済株式数（自己株式を含む） 29年２月期２Ｑ 106,888,000 株 28年２月期 106,888,000 株 

②  期末自己株式数 29年２月期２Ｑ 5,480,350 株 28年２月期 5,480,300 株 

③  期中平均株式数（四半期累計） 29年２月期２Ｑ 101,407,682 株 28年２月期２Ｑ 101,407,812 株 

 

※  四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 

  この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であり、この四半期決算短信の開示

時点において、金融商品取引法に基づく四半期連結財務諸表のレビュー手続は終了しております。 

 

※  業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

  本資料に記載されている業績予想等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断

する一定の前提に基づいており、実績の業績等は様々な要因により上記業績予想とは異なることがあります。なお、

上記予想に関する事項は、添付資料２ページ「連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 
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１．当四半期決算に関する定性的情報

（１）経営成績に関する説明

当第２四半期連結累計期間（平成28年３月１日～平成28年８月31日）における全直営店の小売台数は、45,421台と前

年同期比33.5％増となりました。展示販売店舗の店舗数及び店舗あたりの取扱台数の増加が寄与しました。

一方、新車市場の低迷が続く環境の中で、前直営店の買取台数は前年同期並みとなりました。来店客数に減少傾向が

見られ、その対応としてインターネットを中心とした広告宣伝費を増加させました。

販売費及び一般管理費は、広告宣伝費、採用人数増加に伴う人件費、展示販売店舗の増加に伴う店舗運営費用などが

増加しました。

以上の結果、当第２四半期連結累計期間の業績は、売上高124,244百万円（前年同期比30.8％増）、営業利益2,172百

万円（前年同期比46.8％減）、経常利益2,020百万円（前年同期比50.0％減）、親会社株主に帰属する四半期純利益

1,102百万円（前年同期比57.0％減）となりました。

 

セグメント別の業績は以下のとおりです。

 

①国内事業

国内事業は、売上高101,092百万円（前年同期比7.4％増）、セグメント利益（営業利益）2,297百万円（前年同期

比43.6％減）となりました。小売台数の増加に伴い増収となる一方、新車市場の低迷が続く環境の中で、販売費及び

一般管理費の増加を補えず減益となりました。

 

②海外事業

（豪州事業）

豪州事業は、売上高22,281百万円、セグメント利益（営業利益）61百万円となりました。西オーストラリア地域に

おける新車市場は、前年同期を下回る状況となりました。なお、豪州事業を行う各子会社は、前第３四半期連結会計

期間より新たに連結対象となっているため、前年同期比は記載しておりません。

 

（２）財政状態に関する説明 

[資産の部]

  当第２四半期連結会計期間末の資産の部合計は、107,754百万円（前期末比14.4％増）となりました。

  流動資産は、現金及び預金が増加（前期末比10,909百万円増）したことや、商品が増加（前期末比963百万円増）

した一方、受取手形及び売掛金が減少（前期末比1,000百万円減）したことなどにより、60,586百万円（前期末比

23.5％増）となりました。

  固定資産は、ソフトウェアが増加（前期末比1,055百万円増）したことや、建物及び構築物が増加（前期末比1,048

百万円増）したことなどにより、47,167百万円（前期末比4.5％増）となりました。 

[負債の部]

  当第２四半期連結会計期間末の負債の部合計は、69,474百万円（前期末比24.1％増）となりました。

  流動負債は、短期借入金が減少（前期末比2,021百万円減）したことや、買掛金が減少（前期末比1,782百万円減）

したことなどにより、24,595百万円（前期末比14.0％減）となりました。

  固定負債は、長期借入金が増加（前期末比17,951百万円増）したことなどにより、44,879百万円（前期末比64.0％

増）となりました。

[純資産の部]

  当第２四半期連結会計期間末の純資産の部合計は、利益剰余金が増加（前期末比594百万円増）したことなどによ

り、38,279百万円（前期末比0.1％増）となりました。

 

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 

  平成29年２月期の連結業績予想は、平成28年７月13日に公表しました「業績予想の修正及び配当予想の修正に関する

お知らせ」に記載した数値から修正はありません。
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２．サマリー情報（注記事項）に関する事項

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動

  該当事項はございません。

 

 

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

  該当事項はございません。

 

 

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

 （会計方針の変更）

  （企業結合に関する会計基準の適用）

「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号 平成25年９月13日。以下「企業結合会計基準」とい

う。）、「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号 平成25年９月13日。以下、「連結会計基

準」という。）及び「事業分離等に関する会計基準」（企業会計基準第７号 平成25年９月13日。以下、「事業

分離等会計基準」という。）等を第１四半期連結会計期間から適用し、支配が継続している場合の子会社に対す

る当社の持分変動による差額を資本剰余金として計上するとともに、取得関連費用を発生した連結会計年度の費

用として計上する方法に変更しております。また、第１四半期連結会計期間の期首以後実施される企業結合につ

いては、暫定的な会計処理の確定による取得原価の配分額の見直しを企業結合日の属する四半期連結会計期間の

四半期連結財務諸表に反映させる方法に変更しております。加えて、四半期純利益等の表示の変更及び少数株主

持分から非支配株主持分への表示の変更を行っております。当該表示の変更を反映させるため、前第２四半期連

結累計期間及び前連結会計年度については、四半期連結財務諸表及び連結財務諸表の組替えを行っております。

企業結合会計基準等の適用については、企業結合会計基準第58－２項（４）、連結会計基準第44－５項（４）

及び事業分離等会計基準第57－４項（４）に定める経過的な取扱いに従っており、第１四半期連結会計期間の期

首時点から将来にわたって適用しております。

なお、当第２四半期連結累計期間において、四半期連結財務諸表に与える影響はありません。

 

  （有形固定資産の減価償却の方法）

法人税法の改正に伴い、「平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱い」（実務対

応報告第32号 平成28年６月17日）を第１四半期連結会計期間から適用し、平成28年４月１日以後に取得した建

物附属設備及び構築物に係る減価償却方法を定率法から定額法に変更しております。 

この結果、当第２四半期連結累計期間の営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益はそれぞれ15百万

円増加しております。 
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３．四半期連結財務諸表

（１）四半期連結貸借対照表

    （単位：百万円） 

 
前連結会計年度 

(平成28年２月29日) 
当第２四半期連結会計期間 

(平成28年８月31日) 

資産の部    

流動資産    

現金及び預金 9,149 20,058 

受取手形及び売掛金 5,192 4,192 

商品 31,848 32,812 

繰延税金資産 778 797 

その他 2,159 2,782 

貸倒引当金 △54 △56 

流動資産合計 49,074 60,586 

固定資産    

有形固定資産    

建物及び構築物 26,000 27,670 

減価償却累計額 △8,564 △9,186 

建物及び構築物（純額） 17,435 18,484 

車両運搬具 435 355 

減価償却累計額 △180 △107 

車両運搬具（純額） 255 247 

工具、器具及び備品 3,882 3,952 

減価償却累計額 △2,874 △2,877 

工具、器具及び備品（純額） 1,007 1,074 

土地 218 218 

建設仮勘定 826 662 

有形固定資産合計 19,743 20,687 

無形固定資産    

ソフトウエア 1,941 2,996 

のれん 9,597 9,029 

その他 3,974 3,709 

無形固定資産合計 15,513 15,735 

投資その他の資産    

投資有価証券 13 30 

関係会社株式 45 45 

長期貸付金 395 383 

敷金及び保証金 4,565 4,878 

建設協力金 4,304 4,824 

繰延税金資産 274 325 

その他 489 492 

貸倒引当金 △209 △236 

投資その他の資産合計 9,879 10,744 

固定資産合計 45,136 47,167 

資産合計 94,211 107,754 
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    （単位：百万円） 

 
前連結会計年度 

(平成28年２月29日) 
当第２四半期連結会計期間 

(平成28年８月31日) 

負債の部    

流動負債    

買掛金 14,102 12,320 

短期借入金 2,045 24 

1年内返済予定の長期借入金 79 - 

未払金 3,064 3,201 

未払法人税等 1,778 841 

前受金 3,026 3,167 

預り金 475 311 

賞与引当金 459 706 

商品保証引当金 1,076 1,103 

その他の引当金 113 144 

その他 2,378 2,774 

流動負債合計 28,600 24,595 

固定負債    

長期借入金 22,851 40,802 

長期預り保証金 651 575 

役員退職慰労引当金 540 181 

資産除去債務 1,653 1,747 

繰延税金負債 1,086 1,030 

その他の引当金 388 388 

その他 194 151 

固定負債合計 27,365 44,879 

負債合計 55,965 69,474 

純資産の部    

株主資本    

資本金 4,157 4,157 

資本剰余金 4,032 4,032 

利益剰余金 32,869 33,464 

自己株式 △3,947 △3,947 

株主資本合計 37,111 37,706 

その他の包括利益累計額    

為替換算調整勘定 1 △454 

その他の包括利益累計額合計 1 △454 

非支配株主持分 1,131 1,027 

純資産合計 38,245 38,279 

負債純資産合計 94,211 107,754 
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（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書

（四半期連結損益計算書）

（第２四半期連結累計期間）

    （単位：百万円） 

 
前第２四半期連結累計期間 
(自 平成27年３月１日 

 至 平成27年８月31日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成28年３月１日 
 至 平成28年８月31日) 

売上高 95,024 124,244 

売上原価 71,573 94,539 

売上総利益 23,450 29,704 

販売費及び一般管理費 19,371 27,532 

営業利益 4,079 2,172 

営業外収益    

受取利息 13 19 

保険解約返戻金 11 - 

貸倒引当金戻入額 - 0 

受取損害賠償金 - 36 

その他 30 107 

営業外収益合計 55 163 

営業外費用    

支払利息 43 235 

貸倒引当金繰入額 0 - 

消費税差額 15 - 

為替差損 7 33 

その他 22 46 

営業外費用合計 90 315 

経常利益 4,043 2,020 

特別利益    

固定資産売却益 - 11 

子会社清算益 3 - 

その他 0 - 

特別利益合計 3 11 

特別損失    

固定資産除却損 25 104 

貸倒引当金繰入額 - 27 

役員退職慰労金 - 110 

その他 0 0 

特別損失合計 25 242 

税金等調整前四半期純利益 4,021 1,789 

法人税、住民税及び事業税 1,461 820 

法人税等調整額 △3 △82 

法人税等合計 1,458 737 

四半期純利益 2,563 1,051 

非支配株主に帰属する四半期純損失（△） - △51 

親会社株主に帰属する四半期純利益 2,563 1,102 
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（四半期連結包括利益計算書）

（第２四半期連結累計期間）

    （単位：百万円） 

 
前第２四半期連結累計期間 
(自 平成27年３月１日 

 至 平成27年８月31日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成28年３月１日 
 至 平成28年８月31日) 

四半期純利益 2,563 1,051 

その他の包括利益    

為替換算調整勘定 4 △509 

その他の包括利益合計 4 △509 

四半期包括利益 2,567 542 

（内訳）    

親会社株主に係る四半期包括利益 2,567 646 

非支配株主に係る四半期包括利益 - △104 
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

    （単位：百万円） 

 
前第２四半期連結累計期間 
(自 平成27年３月１日 

 至 平成27年８月31日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成28年３月１日 
 至 平成28年８月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー    

税金等調整前四半期純利益 4,021 1,789 

減価償却費 1,036 1,412 

のれん償却額 50 245 

貸倒引当金の増減額（△は減少） 2 32 

賞与引当金の増減額（△は減少） 176 246 

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 16 △359 

商品保証引当金の増減額（△は減少） △251 27 

受取利息及び受取配当金 △13 △19 

支払利息 43 235 

為替差損益（△は益） - 15 

固定資産売却損益（△は益） - △10 

固定資産除却損 25 104 

売上債権の増減額（△は増加） 597 1,090 

たな卸資産の増減額（△は増加） 886 △1,332 

未払消費税等の増減額（△は減少） 645 △2 

仕入債務の増減額（△は減少） △675 △1,413 

その他 △327 375 

小計 6,235 2,435 

利息及び配当金の受取額 13 19 

利息の支払額 △43 △262 

法人税等の支払額 △195 △1,802 

営業活動によるキャッシュ・フロー 6,009 389 

投資活動によるキャッシュ・フロー    

有形固定資産の取得による支出 △2,432 △2,548 

無形固定資産の取得による支出 △520 △1,380 

資産除去債務の履行による支出 - △11 

関係会社株式の取得による支出 △5 － 

投資有価証券の取得による支出 - △18 

貸付けによる支出 △148 △3 

貸付金の回収による収入 7 2 

敷金及び保証金の差入による支出 △357 △356 

敷金及び保証金の回収による収入 36 38 

建設協力金の支払による支出 △444 △700 

建設協力金の回収による収入 149 176 

定期預金の預入による支出 △5 － 

定期預金の払戻による収入 12 － 

その他 △361 7 

投資活動によるキャッシュ・フロー △4,069 △4,793 

財務活動によるキャッシュ・フロー    

短期借入金の純増減額（△は減少） △150 △2,021 

長期借入れによる収入 12,000 18,000 

長期借入金の返済による支出 △4,656 △116 

社債の償還による支出 △495 － 

配当金の支払額 △759 △507 

その他 △0 △0 

財務活動によるキャッシュ・フロー 5,938 15,354 

現金及び現金同等物に係る換算差額 0 △41 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 7,878 10,909 

現金及び現金同等物の期首残高 4,863 9,122 

現金及び現金同等物の四半期末残高 12,741 20,031 
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（４）四半期連結財務諸表に関する注記事項

（継続企業の前提に関する注記）

  該当事項はございません。
 
（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）

  該当事項はございません。
 

（重要な後発事象）

当社は、平成28年10月13日開催の取締役会において、以下のとおり、第三者割当により発行される第４回及び第５

回新株予約権（以下「本新株予約権」といいます。）の発行を行うこと及び時価発行新株予約権信託を活用したイン

センティブプラン（以下「本インセンティブプラン」といいます。）の導入について決議いたしました。 

なお、時価発行新株予約権信託とは、時価により発行される新株予約権を受託者が保管しておき、一定の期日にな

った時点で条件を満たした受益者に対して交付するという新たなインセンティブ制度であります。 
 

１．募集の概要 

（１） 割 当 日 平成28年10月31日 

（２） 発 行 新 株 予 約 権 数 第４回 9,000個、第５回 21,000個 

（３） 発 行 価 額 

第４回 3,600,000円（新株予約権１個につき400円） 

第５回 2,100,000円（新株予約権１個につき100円） 

総額 5,700,000円 

（４） 
当 該 発 行 に よ る 

潜 在 株 式 数 
3,000,000株（新株予約権１個につき100株） 

（５） 資 金 調 達 の 額 

総額2,165,700,000円（差引手取概算額: 2,153,700,000円） 

（内訳）新株予約権発行による調達額：5,700,000円 

    新株予約権行使による調達額：2,160,000,000円 

差引手取概算額は、本新株予約権の払込金額の総額及び本新株予約権の行

使に際して出資される財産の価額の合計額を合算した金額から、本新株予

約権にかかる発行諸費用の概算額を差し引いた金額となります。 

（６） 行 使 価 額 各回号 １株当たり720円（固定） 

（７） 
募 集 又 は 割 当 方 法 

（ 割 当 予 定 先 ） 
受託者萩原睦美に対して第三者割当の方法によって行います。 

（８） そ の 他 

本新株予約権は、当社の業績拡大及び企業価値の増大を目指すに当たり、

当社の現在及び将来の取締役（社外取締役を除きます。）及び従業員（以

下「当社役職員」といいます。）の一体感と結束力をさらに高め、より一

層意欲及び士気の向上を図ることを目的として発行されるものです。 

当社は、一般的に実施されている税制適格ストックオプション及び有償新

株予約権を用いたインセンティブプランではなく、本インセンティブプラ

ンを活用することにより、当社役職員を対象として、本新株予約権の分配

時点までの期間における当社役職員ごとの当社への貢献度に応じて、予め

定めた本新株予約権の交付ガイドライン（以下「交付ガイドライン」とい

います。）に従って新株予約権を分配することができます。これにより、

当社は、当社企業価値の向上に向けた当社役職員の貢献を公平に評価した

上で新株予約権を分配することができるようになり、既存の新株予約権を

用いたインセンティブプランよりも一層、当社役職員の当社への貢献意欲

の向上を図ることができ、また優秀な人材を誘引できるものと期待してお

ります。 

なお、第４回新株予約権の行使条件は、平成28年４月14日に当社がホーム

ページ上で公表している中期経営計画の中間目標を参考に、平成30年２月

期に、今後の景気動向や市場環境等でたとえ業績が下振れした場合であっ

ても、少なくとも平成30年２月期以前10期間における最高益を果たす利益 
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（８） そ の 他 

水準に達しなければ全く行使できないように設定されており、かつ、その

全部を行使するためには中期経営計画の中間目標の額を達成しなければな

らないことを要求するものであります。 

また、第５回新株予約権の行使条件は、中期経営計画に掲げる平成32年２

月期の利益目標も参考に、平成33年２月期に少なくとも当期（平成29年２

月期）の連結営業利益計画76億円と比べ163.2%増と大幅な増益となる200

億円を達成しなければ全く行使できないように設定されており、かつ、そ

の全部を行使するためには平成32年２月期の利益目標を上回る利益水準を

達成しなければならないことを要求するものであります。 

このように、本新株予約権は、意欲的に設定された中期経営計画の完遂を

目指して、達成度合いに応じて段階的に行使できるものとされており、当

社役職員の当社の業績へのコミットメントをより一層向上させることで、

当社の企業価値・株主価値の向上に資するものと認識しております。 

＜第４回新株予約権の主な行使条件＞ 

受託者より本新株予約権の交付を受けた者（以下「受益者」という。）

は、平成30年２月期に係る有価証券報告書に記載される監査済みの当社連

結損益計算書の営業利益が、下記各号に掲げる条件を満たした場合、満た

した条件に応じて、交付を受けた本新株予約権のうち当該条件に応じた割

合を乗じた本新株予約権を行使することができる。この場合において、か

かる割合に基づき算定される行使可能な本新株予約権の個数につき１個未

満の端数が生ずる場合には、かかる端数を切り捨てた個数の本新株予約権

についてのみ行使することができるものとする。また、国際財務報告基準

の適用等により参照すべき営業利益等の概念に重要な変更があった場合に

は、別途参照すべき指標を取締役会にて定めるものとする。 

(a)100億円を超過している場合 

受益者が交付を受けた本新株予約権のうち90％ 

(b)112億円を超過している場合 

受益者が交付を受けた本新株予約権のうち95％ 

(c)136億円を超過している場合 

受益者が交付を受けた本新株予約権のうち100％ 

＜第５回新株予約権の主な行使条件＞ 

受託者より本新株予約権の交付を受けた者（以下「受益者」という。）

は、平成33年２月期に係る有価証券報告書に記載される監査済みの当社連

結損益計算書の営業利益が、下記各号に掲げる条件を満たした場合、満た

した条件に応じて、交付を受けた本新株予約権のうち当該条件に応じた割

合を乗じた本新株予約権を行使することができる。この場合において、か

かる割合に基づき算定される行使可能な本新株予約権の個数につき１個未

満の端数が生ずる場合には、かかる端数を切り捨てた個数の本新株予約権

についてのみ行使することができるものとする。また、国際財務報告基準

の適用等により参照すべき営業利益等の概念に重要な変更があった場合に

は、別途参照すべき指標を取締役会にて定めるものとする。 

(a)200億円を超過している場合 

受益者が交付を受けた本新株予約権のうち70％ 

(b)225億円を超過している場合 

受益者が交付を受けた本新株予約権のうち85％ 

(c)250億円を超過している場合 

受益者が交付を受けた本新株予約権のうち100％ 

（注）資金調達の額は、本新株予約権の払込金額の総額に本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額を合算

した額から、発行諸費用の概算額を差し引いた金額です。本新株予約権の行使期間中に行使が行われない場合又

は新株予約権を取得した者がその権利を喪失した場合、払込金額の総額及び差引手取概算額は減少します。 
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２．募集の目的及び理由 

＜本インセンティブプラン導入の目的及び理由＞ 

当社は、当社役職員のモチベーションの維持・向上を図るとともに中長期的な企業価値向上へのインセンティブを

付与することを目的として、当社の名誉会長である羽鳥兼市を委託者（以下「本委託者」といいます。）とし、萩原

睦美（以下「萩原氏」といいます。）を受託者（以下「本受託者」といいます。）とする、時価発行新株予約権信託

設定契約（以下「本信託契約」といいます。）を締結し、本インセンティブプランを実施いたします。 

本インセンティブプランは、本信託契約の内容に従って、２つの以下のプランによって構成されます。 

本信託契約上の 

プランの名称 
新株予約権と個数 人事評価期間 新株予約権交付日 新株予約権の行使期間 

IDOM2018 第４回新株予約権 

（9,000個） 

平成29年２月期 

〜平成30年２月期 

平成30年５月31日 平成30年６月１日 

～平成33年５月31日 

IDOM2021 第５回新株予約権 

（21,000個） 

平成31年２月期 

～平成33年２月期 

平成33年５月31日 平成33年６月１日 

～平成36年５月31日 

これらのプランを実施するため、本委託者は、本信託契約の定めに従って、本受託者に対してその手許資金を信託

し、本受託者は、その資金を用いて、当社が平成28年10月13日付取締役会において発行を決議した本新株予約権を引

受け、その発行価額の総額を払い込むことで本新株予約権を取得します。 

そして、このようにして本受託者が取得した本新株予約権のうち、(1)第４回新株予約権に関しては、インセンティ

ブプラン「IDOM2018」を通じて平成30年５月31日付で確定する受益者に対して、(2)第５回新株予約権に関しては、

「IDOM2021」を通じて平成33年５月31日付で確定する受益者に対して、信託契約の定めに従って、それぞれ交付され

ることになります。 

受益者に対する具体的な配分に関しては、予め定められる交付ガイドラインに基づいて、取締役会にて確認された

人事評価の基礎となる事実をもとに、社外取締役及び監査役によって構成される評価委員会が、本新株予約権の交付

を受けられる当社役職員の範囲とそれぞれの者に対する付与数を決定します。 

即ち、当社は、今年度中に開催される予定の第一回評価委員会において、まず、当社役職員のうちその時点におい

て経営幹部に相当する者（以下「第一次候補者」といいます。）を選別し、第一次候補者に対して交付されるべき本

新株予約権の基準となる数量（以下「インセンティブパッケージ」といいます。）を仮決定いたします。そして、当

社評価委員会は、第一次候補者の企業業績達成に向けた貢献度を継続的に評価し、信託期間満了日に、インセンティ

ブパッケージの０%から120%の間で各人に対する交付数量を最終的に決定いたします。 

また、当社評価委員会は、併せて第一次候補者でない当社役職員に対しても、①連結業績への貢献実績や②企画推

進・新規事業開発・管理マネジメントのいずれかにおける成果等の継続的な評価を行い、特に評価が高い者に限り、

毎事業年度に評価結果に従ってポイントを付与します。そして、当社評価委員会は、信託期間満了日に、ポイントを

保有している者に対して、各人が信託期間満了日までの期間中に獲得したポイント数に応じて、本新株予約権のうち

第一次候補者に交付されないものの配分を決定いたします（本インセンティブプランの詳細については、下記「本イ

ンセンティブプランの概要図」をご参照ください。）。 

このように、当社が今般採用いたしました本インセンティブプランは、当社役職員のうち特に経営幹部に相当する

者については具体的な会社業績への貢献を要求しつつ、その他の者に対しても意欲的に個人としての業績貢献を要求

するものであり、当社役職員ごとのポジションと貢献度に応じて、定められた将来の分配時期において本新株予約権

の交付対象者とその者に対する交付個数を決定することが可能となる点において、一般的に実施されている税制適格

ストックオプションや有償新株予約権を用いた従来のインセンティブプランとは異なる特徴を有するものでありま

す。 

即ち、従来のインセンティブプランにおいては、発行会社は、新株予約権の発行時点で付与対象者及び付与対象者

ごとの付与個数を決定しなければならず、①役職員の過去の実績などを手掛かりに将来の貢献度を現時点で見積もっ

て付与した結果、実際の業績貢献度に応じた適切な報酬配分とならなかったり、②発行後に入社する役職員との間の

不公平を避けるために、何度も新たな新株予約権を発行しなければならず、事前の発行準備に係る諸手続きやその都

度掛かる管理コストの負担が必要になったりするなどといった課題がありました。これに対して、本インセンティブ

プランにおいては、一旦本受託者に対して発行された本新株予約権を、人事評価期間中の当社役職員の貢献度に応じ

て、将来的に分配することが可能であり、将来採用される従業員に対しても本新株予約権を分配することが可能とな

るなど、従来のインセンティブプランの課題を克服することが可能となっております。また、結果的に、限られた個

数の本新株予約権を当社役職員で分配することになるため、より一層当社への貢献意欲が向上するものと期待される

とともに、優秀な人材の獲得に当たっての誘引手段として機能することが期待されます。 

さらに、本新株予約権には、それ自体に業績達成条件が設定されており、営業利益に関する３段階の業績目標を定

めることで、IDOM2018とIDOM2021についてそれぞれ平成30年２月期と平成33年２月期における業績の達成に向けた当

社役職員の貢献意欲のより一層の向上を図ることができるように設計されております。 

以上のことから、当社は、本インセンティブプランの導入が既存株主の皆様の利益にも資するものであると考えて

おります。 

 
 
㈱IDOM（7599）平成29年2月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕（連結）

11



＜本信託契約の概要＞ 

名称 時価発行新株予約権信託設定契約（IDOM 2018・IDOM 2021） 

委託者 羽鳥兼市 

受託者 萩原睦美 

受益者 
各信託期間満了日に受益者として指定された者（受益者確定手続を経て特

定されるに至ります。） 

信託契約日（信託期間開始日） 平成28年10月27日 

信託期間満了日 
IDOM 2018 平成30年５月31日 

IDOM 2021 平成33年５月31日 

信託の目的 本新株予約権を受益者に交付することを主たる目的とします。 

受益者確定手続 

本信託契約の定めに従い、信託期間満了日時点の当社役職員のうち受益者

として指定された者を受益者とし、各人の本新株予約権の分配数量を確定

します。 

なお、分配のための具体的な基準は、信託契約日である平成28年10月27日

付で定められる予定の交付ガイドラインに規定されております。交付ガイ

ドラインとは、信託期間満了日に本新株予約権を交付する当社役職員の範

囲と数量を決定するために当社が定めた準則であり、当社は交付ガイドラ

インに従って当社役職員の業績を評価し、本新株予約権の分配を行いま

す。その内容は、上記＜本インセンティブプラン導入の目的及び理由＞に

記載の通りです。 

 

３．調達する資金の額、使途及び支出予定時期 

（１）調達する資金の額（差引手取概算額） 

払込金額の総額（円） 発行諸費用の概算額（円） 差引手取概算額（円） 

2,165,700,000円 12,000,000円 2,153,700,000円 

（注）１．払込金額の総額は、新株予約権の払込金額の総額（5,700,000円）に新株予約権の行使に際して払い込むべ

き金額の合計額（2,160,000,000円）を合算した金額であります。 

２．発行諸費用の概算額には、消費税等は含まれておりません。 

３．発行諸費用の概算額は、弁護士費用、本新株予約権の価額算定費用、インセンティブ制度・人事評価制度設

計に係るコンサルティング費用等の合計額であります。 

４．本新株予約権の行使期間内に行使が行われない場合及び当社が取得した本新株予約権を消却した場合には、

上記払込金額の総額及び差引手取概算額は減少します。 

 

（２）調達する資金の具体的な使途 

本新株予約権は、当社の業績拡大及び企業価値の増大を目指すに当たり、当社役職員の一体感と結束力をさ

らに高め、より一層意欲及び士気の向上を図ることを目的として発行されるものであり、資金調達を目的とし

ておりません。 

なお、本新株予約権の行使の決定は本新株予約権の交付を受けた当社役職員の判断に委ねられるため、本新

株予約権の行使に際して払い込むべき金額は、現時点でその金額及び時期を資金計画に織り込むことは困難で

あります。従って、手取金は運転資金に充当する予定でありますが、具体的な金額については、行使による払

込みがなされた時点の状況に応じて決定いたします。 

また、行使による払込みがなされた以降、上記充当時期までの資金管理につきましては、銀行預金等の安定

的な金融資産で運用する予定です。 

 

４．資金使途の合理性に関する考え方 

本新株予約権の発行及びその行使により調達する資金は、当社の業務運営に資するものであり、合理性があるもの

と考えております。 
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